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 東日本大震災津波における広域処理の流れ 

出典：東日本大震災津波により発生した災害廃棄物の岩手県における処理の記録 
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東日本大震災津波における処理困難物の処理 

出典：東日本大震災津波により発生した災害廃棄物の岩手県における処理の記録 

 

 

各地区に二次仮置場が順次設置され、受入施設の条件に合わせるため災害廃棄物の破砕・選

別等処理を進めたが、可燃系廃棄物及び不燃系廃棄物の処理を優先したことから、有害物含有

廃棄物等のいわゆる処理困難物については、実質的に平成 25 年度の１年間で対応せざるを得

なかった。 

また、ＰＣＢ廃棄物等処理先が限定されているものや高圧ガスボンベ等廃棄物処理法以外の

法令により処理方法等が規定されているものもあり、関係機関等との調整に苦慮した。 

 

品 目 処理方法 
県内・広域処理

の別 
処理量 

ＰＣＢ廃棄物 

（高濃度） 
無害化処理 広域 約６ｔ 

ＰＣＢ廃棄物 

（低濃度） 
無害化処理（廃棄物処理法に基づく認定施設） 広域 約 72ｔ 

ＰＣＢ廃棄物 

（汚染物） 
無害化処理（廃棄物処理法に基づく認定施設） 広域 約 27ｔ 

高圧ガスボンベ 高圧ガス保安法に基づき処理 広域 約 8,900本 

船舶（FRP製） 
二次仮置場において重機等による破砕後、焼

却処理。 
県内 約 2,200ｔ 

漁具・漁網 
埋立処分（管理型最終処分場）または一部焼

却処理 
県内・広域 約 25,000ｔ 

水産廃棄物 海洋投入処分等 県内・広域 約 29,000ｔ 

蛍光灯・乾電池 水銀等回収 広域 約６ｔ 

消火器 広域認定事業者へ処理委託 広域 約 16,000本 

石膏ボード 埋立処分（管理型最終処分場） 県内 約 3,000ｔ 

銅スラグ 選別後、ケーソン中詰材として再利用 広域 約 25,000ｔ 

肥料原料 コンクリート固化等の後、最終処分 広域 約 1,500ｔ 

廃油 焼却 県内・広域 約 3,000ｔ 
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【処理困難物の状況写真】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（消火器、蛍光灯等）          （選別不可能な廃プラスチック類等混合物） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （ＰＣＢ廃棄物収集運搬作業）      （漁具・漁網） 
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有害物の処理方法等 

出典：災害廃棄物対策指針（参考となる技術資料） 

 
【技 1-20-15 個別有害・危険製品の処理】 

 



81 
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出典：災害廃棄物対策指針（参考となる技術資料） 

 
【技1-15-2 防じんマスクによる飛散粉じん対策】  

【技1-20-14 石綿の処理】  
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家電リサイクル法対象製品の処理 

出典：災害廃棄物対策指針（参考となる技術資料） 

 
【技 1-20-6 家電リサイクル法対象製品の処理】 
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東日本大震災津波における海洋投入処分 

出典：東日本大震災津波により発生した災害廃棄物の岩手県における処理の記録 

 

◆ 水産系廃棄物の海洋投入処分 

津波被害により多くの水産加工場の冷凍冷蔵庫が破壊され、保管されていた魚介類が大量に場

外へ流失した。また、加工場内に残った魚介類も、長期にわたる停電によって腐敗が進行したた

め、悪臭や大量の衛生害虫（ハエ、ネズミ等）が発生し、地域の生活環境が著しく悪化し、深刻

な問題となっていった。当初、被災市町村では、環境省から発出された「動植物性残さ等の産業

廃棄物の保管等の取扱いについて」（平成 23 年３月 24 日事務連絡）に基づき、緊急的な措置と

して地中埋立保管を進めていたが、同時期に災害廃棄物の撤去と一次仮置場への集積作業を行う

必要があり、十分な場所を確保できず対応が遅れていた。 

平成 23 年５月下旬、環境省から本県に対して海洋投入処分の実施について打診があったこと

から、同年６月１日に環境大臣に海洋投入処分の要望書を提出した。同月 17 日付けで環境省か

ら本県における魚介類の海洋投入処分の告示がなされ、６月下旬から７月中旬にかけて３回の海

洋投入処分を行った。 

 

 積込場所 処分量（ｔ） 

第１回（平成 23年６月 27日） 大船渡市大船渡港 1,500 

第２回（平成 23年７月５日） 陸前高田市長部漁港 1,887 

第３回（平成 23年７月 14日） 陸前高田市長部漁港 1,887 

合    計 5,274 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（水産加工場外に飛散した水産廃棄物）  （埋設保管された水産廃棄物） 
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東日本大震災津波における安全対策 

出典：東日本大震災津波により発生した災害廃棄物の岩手県における処理の記録 

 

◆ 健康被害を防止するための作業環境管理 

保護具の着用等、作業員の健康被害を未然に防止するための対策を講じ、また、この対策が

有効であるかどうかを定期的に検証し、必要に応じて改善することが作業環境管理である。 

その考え方は、図3. 17. 1 に示すとおりである。まず①作業環境を把握し、その結果を基に

健康障害を未然に防止する措置を②作業標準書に記載して、講ずべき対策を明確にし、作業日

の毎朝の③安全ミーティングによって、保護具の着用等講ずべき対策がとられているかの確認

を実施した。また、具体的な実施内容は、表3.17.1に示すとおりである。 
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環境影響と対策例 

出典：災害廃棄物対策指針（参考となる技術資料） 

 
【技 1-14-7環境対策、モニタリング、火災防止対策】 
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東日本大震災津波における施工監理 

出典：東日本大震災津波により発生した災害廃棄物の岩手県における処理の記録 

 

◆ 進捗管理の方法 

本県における進捗管理は、施工監理受託者への業務委託により行った。 
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思い出の品の取扱い 

参考：災害廃棄物対策指針（参考となる技術資料） 

 

【技1-20-16 貴重品、想い出の品の取扱い】 
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住民への情報伝達等 

出典：災害廃棄物対策指針（参考となる技術資料） 

 

【技 1-23 住民等への普及啓発・広報等（平常時）】 

【技 1-24 住民等への情報伝達・発信等（災害時）】 
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